
（単位：千円） 

事 業 名 企業立地奨励金事業 担当課 商工観光課 

令和２年度  

当 初 予 算  

令和３年度  

当 初 予 算  

左  の  財  源  内  訳 新規 

又は 

継続 

歳出予算科目 

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源  

７款１項２目 

800 31,280    31,280 継続 

１．趣旨 

当市の区域内における企業立地を促進するため、十和田市企業立地奨励条例に基づき、市の指定工場等に対し、雇用奨励金及び立地奨励金

を交付します。 

 

２．概要 

 （1）雇用奨励金 

・交付金額       従業員 1人につき最大 500千円を交付（上限額 100,000千円） 

            ※４か年度以内に分割交付（初年度は 200千円／人、２年度目以降は 100千円／人） 

製造業にあっては、新設の場合は 10人、増設の場合は 5人を超えた従業員    が対象 

             製造業以外にあっては、新設の場合は 5人、増設の場合は 3人を超えた従業員 

・交付対象及び交付額  ①株式会社 日本の窓 （新設、平成 29年度指定）：800千円（100千円×８人）  ※令和３年度で終了 

       ②株式会社 大泉製作所（増設、令和２年度指定）：2,800千円（200千円×14人）  ※令和６年度で終了 

（2）立地奨励金 

・交付金額       固定資産投資額が２億円を超えた場合、その額に 10/100を乗じた額を交付（上限額 500,000千円） 

・交付対象及び交付額  株式会社 大泉製作所  27,680千円（276,800千円×10/100） ※令和３年度で終了 


